
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○新名神自動車道［平成 29（2017）年度末高槻 JCT～神戸 JCT開

通予定］の川西 I.C.や箕面とどろみ I.C.の開設などの新たな国土

軸の整備が進捗。 

○広域交通網の整備により大阪、京都、神戸へのアクセス性が圧

倒的に向上。 

○周辺地域では、沿道サービス型施設や物流施設など経済需要が

新たに発生することが見込まれる。 

開発許可基準の緩和 

○本町独自に市街化調整区域における開発行為等に関する新たな

提案基準を平成 28（2016）年に新設し、住宅や店舗等の立地が可

能。 

○大阪府においても、「グランドデザイン・大阪都市圏」を踏まえ、

市街化調整区域においても、産業用地の提供や集落の定住人口の

増加を進める方向性が示されており、時代の要請に応じた建築需

要に対応することが必要。 

 

「地」の利を最大限に発揮 

ヒト・モノの流れが大きく変わることにより、沿道サービス型施設や物流施設など新たに発生する経済需要へ対応する。 

 

地域雇用の創出や地方創生の推進 

製造業やサービス業など就業機会の拡大に資する幅広い産業立地の促進のほか、近未来型農業の展開や 6次産業化、農

家民泊、観光農業の推進等により地域雇用を創出する。 

 

地域コミュニティの維持・発展 

地域雇用の創出により、既存集落及びその周辺における住宅建設といった居住機能への対応により地域のコミュニティ

機能の維持・発展に寄与する。 

   

 

新名神高速道の整備による交通アクセスの向上により新たな企業立地や観光客の増加が見込まれ

る。こうした経済需要に対応するため、能勢町では立地企業への情報提供や環境整備、立地企業に

対する優遇制度、その他企業立地促進に向けた一体的な対応を行う。 

①産業用地の確保・調整 

地域コミュニティの維持・発展や地域経済の振興に資する大規模な企業立地に際しては、事

業者ニーズを踏まえて事業用地の確保や立地に向けた関係機関との調整等を図り、町が積極的

に事業者と連携し迅速な環境整備を目指す。 

②開発許可等の審査基準の制定 

市街化調整区域における開発許可等の新たな審査基準（産業振興）を早期に制定し、産業用

地の確保や集落の定住人口の増加を目指す。 

③企業立地の優遇制度の創設 

企業の町内進出を促進するため固定資産税などの優遇措置や町内雇用の促進に向けた補助金

制度の創設等により、工場等の新設や増設、設備投資等に対する支援を行う。 

④創業・第 2創業の支援 

能勢町と能勢町商工会、地域金融機関が連携して組織する創業支援ネットワークを母体とし

て、ワンストップ相談窓口や人材育成事業等を実施し、創業・第 2創業に向けた支援を行う。 

⑤企業立地促進等に向けた PR事業 

企業立地促進や町内事業者の振興、町内雇用の確保に向けて、町広報誌やホームページ、パ

ンフレット等を活用して積極的な PR活動や一元的な情報発信を推進する。 

⑥庁内推進体制の構築 

企業進出の相談窓口を開設するとともに、庁内関係機関ならびに大阪府等との連携強化を図

り、企業立地を円滑に推進する。また、社会経済情勢や住民ニーズを踏まえ、時代に見合った

土地利用の推進に向けて、関係機関が連携して施策を実行し、地域コミュニティの維持・発展

や地域経済の活力向上に取組む。 

社会資本の効果的な活用 

新たな国土軸の整備 

○上水道整備、また下水道整備についても一定の進捗。 

○市街化区域では工業系の用地が狭小かつ限定的であり、市街化

調整区域の活用等により産業用地を確保することが必要。 

○小中学校跡地をはじめとする未利用地の有効活用により効率的

なインフラマネジメントが必要。 

 庁内推進体制の構築 

企業立地支援担当課 
・相談窓口の開設 
・各種支援制度 等 

庁内関係機関 
・各種施策の連携 
・手続きの迅速化 等 

町内組織 
・商工会 
・金融機関 
・宅地建物取引事業者 
・自治組織 等 

行政機関 
・大阪府 
・ハローワーク 等 
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企業立地促進に向けた環境整備 



図：産業用候補地 

【重点地区】 

国・府道等の幹線道路沿道のポテンシャルを活か

した地域経済の活性化 

【重点地区】 

市街化区域隣接区域の効果的な土地利用

を推進 

【重点地区】 

学校跡地等の未利用地の効率的な活用 

土地利用イメージ 

 

 


